
霧

経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される「保

険料免除制度」があります。

保険料免除制度は所得に応じ4段階あり、全額免除は、保険料の全額を免除します。一部納付（一部免除）制度

は3種類あり、保険料の一部を納付し、残りの保険料は免除されます。

免除制度を利用するには、本人、配偶者、世帯主の前年度所得が一定基準額以下であることが条件となります。

それぞれの納付額と年金額の計算、免除となる所得の目安は下表のとおりです。

また、このほかに「若年者納付猶予制度」や「学生納付特例制度」などがあります。

納付額（月額） �年金額： �免除となる所得の目安 

全額免除 �0円 �1／2 �（扶養親族等の数十1）×35万円＋22万円 

4分の1納付 �3，780円 �5／8 �78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など 

半額納付 �7，550円 �3／4 �118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など 

4分の3納付 �11，330円 �7／8 �158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など 

※前月号の納付額、年金額欄に記載誤りがありました。上記表のとおり訂正させていただきます。

※ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

○一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除無効（未納と同じ）とな

るため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、障害や死亡といった不慮の自体が生じた場合に、

年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

間合先　日本年金機構　大月年金事務所　℡（22）5837

市民生活課　年金・医療担当
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痛
撃
加
者
募
集

都
留
青
年
会
議
所
で
は
、
都
留
市
と
都
留

市
結
婚
相
談
所
の
後
援
に
よ
り
次
の
日
程
で

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
ツ
ア
ー
を
開
催
し
ま
す
。

日
　
程
　
9
月
1
1
日
（
土
）
、
1
2
日
（
日
）

応
募
資
格
　
2
0
～
0
0
歳
ま
で
の
独
身
の
男
・
女

参
加
費
　
男
性
　
3
、
0
0
0
円

女
性
　
1
、
0
0
0
円

申
込
方
法
　
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
「
カ
ッ

プ
リ
ン
グ
ツ
ア
ー
．
m
都
留
参
加
希
望
」
と
記
入

し
て
は
が
き
か
F
A
X
で
お
申
し
込
み
く
だ

さい。
申
込
先
　
（
社
）
都
留
青
年
会
議
所

〒

4

0

2

－

0

0

5

1

都
留
市
下
谷
4
－
5
－
8

F
A
X
（
4
5
）
1
0
6
2

間
合
先

℡
0
9
0
（
4
5
9
5
）
9
2
1
5
　
山
口

中
毒
a
i
”
a
c
J
a
◎
a
c
の
．
〇
c
m
幕
も

畢
休
み
こ
ど
も
ク
ラ
フ
ト
体
験
教
室

開
催
日
　
8
月
7
日
（
土
）
、
8
日
（
目
）
、
1
4

日
（
土
）
、
1
5
日
（
日
）

時
　
間
　
午
前
1
0
時
～
正
午

午
後
1
時
～
4
時

場
　
所
　
郡
内
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

内
　
容
　
手
織
り
、
陶
芸
、
し
ぼ
り
染
め
、
木

工
、
藍
染
め
、
ミ
サ
ン
ガ
、
竹
細
工
な
ど

参
加
料
　
3
0
0
円
～
1
、
0
0
0
円

※
教
室
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

間
合
先
　
県
郡
内
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

℡
0
5
5
5
（
望
4
4
0
6

ッ
ブ
リ
ン
ク
ツ
ア
ー
．
m
都
留
」

商
城
ダ
ム
夏
休
み
イ
ベ
ン
ト

ポ
ー
ト
乗
船
会

日
　
程
　
8
月
8
日
（
日
）

午
前
1
0
時
～
午
後
3
時

※
雨
天
の
場
合
は
中
止
し
ま
す
。

内
　
容
　
ダ
ム
湖
を
ボ
ー
ト
で
1
周
し
ま
す
。

1
5
分
お
き
に
運
航
し
ま
す
。

定
　
員
　
7
名
（
小
学
生
優
先
）

申
込
期
間
　
8
月
2
日
（
月
）
～
6
日
（
金
）

ダ
ム
内
見
学
会

日
　
程
　
8
月
2
2
日
（
日
）

午
前
9
時
～
午
後
4
時

内
　
容
　
ダ
ム
内
部
を
探
検
し
ま
す
（
ダ
ム
の

中
は
気
温
1
1
℃
で
す
）
。

共
通
事
項

場
　
所
　
県
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所

（
大
月
市
七
保
町
瀬
戸
2
3
0
8
－
日
）

申
込
・
間
合
先
　
県
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所

℡
（
2
4
）
7
0
6
2

※
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
（
土
日
税
目
は
除
き
ま
す
）
。

ゆ
る
富
士

女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

朗
読
「
静
か
な
る
嘲
笑
」
　
～
五
陰
盛
苦
～

日
　
時
　
8
月
7
日
（
土
）

午
後
1
時
0
0
分
～
3
時

内
　
容
　
朗
読
劇
を
通
じ
て
、
声
と
い
う
力
で

家
族
の
大
切
さ
を
知
る
機
会
と
し
ま
す
。

定
員
・
費
用
　
1
2
0
名
、
無
料


